
日米地位協定 

第十一条 

１ 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、この協定中に規定がある場

合を除くほか、日本国の税関当局が執行する法令に服さなければならない。 

２ 合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は第十五条に定める諸機関が合衆国軍

隊の公用のため又は合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の使用のため

輸入するすべての資材、需品及び備品並びに合衆国軍隊が専用すべき資材、需品及

び備品又は合衆国軍隊が使用する物品若しくは施設に最終的には合体されるべき資

材、需品及び備品は、日本国に入れることを許される この輸入には、関税その他

の課徴金を課さない。前記の資材、需品及び備品は、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公

認調達機関又は第十五条に定める諸機関が輸入するものである旨の適当な証明書

（合衆国軍隊が専用すべき資材、需品及び備品又は合衆国軍隊が使用する物品若し

くは施設に最終的には合体されるべき資材、需品及び備品にあつては、合衆国軍隊

が前記の目的のために受領すべき旨の適当な証明書）を必要とする。 

３ 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの

者の私用に供される財産には、関税その他の課徴金を課する。ただし、次のものに

ついては、関税その他の課徴金を課さない。 

（ａ）合衆国軍隊の構成員若しくは軍属が日本国で勤務するため最初に到着した時に

輸入し、又はそれらの家族が当該合衆国軍隊の構成員若しくは軍属と同居するため

最初に到着した時に輸入するこれらの者の私用のための家具及び家庭用品並びにこ

れらの者が入国の際持ち込む私用のための身回品 

（ｂ）合衆国軍隊の構成員又は軍属が自己又はその家族の私用のため輸入する車両及

び部品 

（ｃ）合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私用のため合衆国において

通常日常用として購入される種類の合理的な数量の衣類及び家庭用品で、合衆国軍

事郵便局を通じて日本国に郵送されるもの 



４ ２及び３で与える免除は、物の輸入の場合のみに適用するものとし、関税及び内

国消費税がすでに徴収された物を購入する場合に、当該物の輸入の際税関当局が徴

収したその関税及び内国消費税を払いもどすものと解してはならない。 

５ 税関検査は、次のものの場合には行なわないものとする。 

（ａ）命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊 

（ｂ）公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物 

（ｃ）合衆国政府の船荷証券により船積みされる軍事貨物 

６ 関税の免除を受けて日本国に輸入された物は、日本国及び合衆国の当局が相互間

で合意する条件に従つて処分を認める場合を除くほか、関税の免除を受けて当該物

を輸入する権利を有しない者に対して日本国内で処分してはならない。 

７ ２及び３の規定に基づき関税その他の課徴金の免除を受けて日本国に輸入された

物は、関税その他の課徴金の免除を受けて再輸出することができる。 

８ 合衆国軍隊は、日本国の当局と協力して、この条の規定に従つて合衆国軍隊、合

衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に与えられる特権の濫用を防止する

ため必要な措置を執らなければならない。 

９ （ａ） 日本国の当局及び合衆国軍隊は、日本国政府の税関当局が執行する法令

に違反する行為を防止するため、調査の実施及び証拠の収集について相互に援助し

なければならない。 

（ｂ） 合衆国軍隊は、日本国政府の税関当局によつて又はこれに代わつて行なわれ

る差押えを受けるべき物件がその税関当局に引き渡されることを確保するため、可

能なすべての援助を与えなければならない。 

（ｃ） 合衆国軍隊は、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族が納付す

べき関税、租税及び罰金の納付を確保するため、可能なすべての援助を与えなけれ

ばならない。 

（ｄ） 合衆国軍隊に属する車両及び物件で、日本国政府の関税又は財務に関する法

令に違反する行為に関連して日本国政府の税関当局が差し押えたものは、関係部隊

の当局に引き渡さなければならない。 


